
  

一
頁 

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文 

○
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

（
副
次
的
に
発
す
る
電
波
等
の
限
度
） 

第
二
十
四
条 

法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
副
次
的
に
発
す
る
電
波
が
他
の
無
線

設
備
の
機
能
に
支
障
を
与
え
な
い
限
度
は
、
受
信
空
中
線
と
電
気
的
常
数
の
等

し
い
疑
似
空
中
線
回
路
を
使
用
し
て
測
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
回
路
の
電
力
が

四
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
～
21 

（
略
） 

22 

無
線
通
信
規
則
付
録
第
十
八
号
の
表
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表

に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

周
波
数
帯 

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度 

九
kHz
を
超
え
一
GHz
以
下 

二
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下 

一
GHz
を
超
え
四
GHz
以
下 

二
○
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下 

 

（
副
次
的
に
発
す
る
電
波
等
の
限
度
） 

第
二
十
四
条 

法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
副
次
的
に
発
す
る
電
波
が
他
の
無
線

設
備
の
機
能
に
支
障
を
与
え
な
い
限
度
は
、
受
信
空
中
線
と
電
気
的
常
数
の
等

し
い
疑
似
空
中
線
回
路
を
使
用
し
て
測
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
回
路
の
電
力
が

四
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
～
21 

（
略
） 

22 

船
舶
自
動
識
別
装
置
及
び
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
の
受
信
設
備
に
つ
い

て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

周
波
数
帯 

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度 

九
kHz
を
超
え
一
GHz
以
下 

二
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下 

一
GHz
を
超
え
四
GHz
以
下 

二
○
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下 

 

 

（
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
） 

第
四
十
条
の
五 

船
舶
局
の
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に

基
づ
き
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
無
線
設
備
の
機
器
以
外
の
も
の
に
つ
い
て

 

（
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
） 

第
四
十
条
の
五 

船
舶
局
の
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 



  

二
頁 

は
、
第
一
号
イ
、
ニ
及
び
リ
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

一 
一
般
的
条
件 

イ 

点
検
及
び
保
守
を
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

ニ 

正
常
に
動
作
す
る
こ
と
を
容
易
に
試
験
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。 

ホ 

（
略
） 

ヘ 

遭
難
警
報
は
、
自
動
的
に
五
回
繰
り
返
し
送
信
し
、
そ
れ
以
降
の
送
信

は
、
三
・
五
分
か
ら
四
・
五
分
ま
で
の
間
の
う
ち
、
不
規
則
な
間
隔
を
置

く
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ト 

遭
難
通
信
又
は
緊
急
通
信
以
外
の
通
信
を
受
信
し
た
と
き
は
、
可
視
の

表
示
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

チ 

（
略
） 

リ 

受
信
し
た
遭
難
通
信
に
係
る
呼
出
し
の
内
容
が
直
ち
に
印
字
さ
れ
な
い

場
合
、
当
該
内
容
を
二
〇
以
上
記
憶
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
記
憶

し
た
内
容
は
印
字
す
る
等
に
よ
り
読
み
出
さ
れ
る
ま
で
保
存
で
き
る
こ

と
。 

ヌ
～
ヲ 

（
略
） 

二 

（
略
） 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条

 

一
（
同
上
） 

イ 

（
同
上
） 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

ニ 

（
同
上
） 

ホ 

（
略
） 

ヘ 

遭
難
警
報
は
、
自
動
的
に
五
回
繰
り
返
し
送
信
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
送
信
の
繰
り
返
し
は
、
三
・
五
分
か
ら
四
・

五
分
ま
で
の
間
の
う
ち
、
不
規
則
な
間
隔
を
置
く
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ト 

遭
難
通
信
又
は
緊
急
通
信
以
外
の
通
信
を
受
信
し
た
と
き
は
、
可
聴
及

び
可
視
の
表
示
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

チ 

（
略
） 

リ 

（
同
上
） 

   

ヌ
～
ヲ 

（
略
） 

二 
（
略
） 

 

三 

（
同
上
） 



  

三
頁 

件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

２ 
 

（
略
） 

 ２ 

（
略
） 

 

（
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
等
に
よ
る
通
信
を
行
う
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局

の
無
線
設
備
） 

第
四
十
条
の
七 

Ｊ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
及
び
デ
ジ
タ

ル
選
択
呼
出
装
置
又
は
狭
帯
域
直
接
印
刷
電
信
装
置
に
よ
る
通
信
を
行
う
船
舶

局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
一
、
六
〇
六
・
五
kHz
か
ら
二
六
、
一
七
五
kHz
ま

で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
送
信
装
置
及
び
受
信
装
置
は
、
次
の

各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
四 

（
略
） 

２ 

Ｆ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
及
び
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出

装
置
に
よ
る
通
信
を
行
う
船
舶
局
で
あ
つ
て
、
無
線
通
信
規
則
付
録
第
十
八
号

の
表
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号

の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
三
条

の
規
定
に
基
づ
き
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
無
線
設
備
の
機
器
以
外
の
も
の
に

つ
い
て
は
、
第
一
号
イ
、
第
二
号
の
表
の
空
中
線
電
力
の
項
及
び
第
三
号
の
規

定
は
適
用
し
な
い
。 

一
～
四 

（
略
） 

 

（
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
等
に
よ
る
通
信
を
行
う
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局

の
無
線
設
備
） 

第
四
十
条
の
七 

Ｊ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
及
び
デ
ジ
タ 

ル
選
択
呼
出
装
置
又
は
狭
帯
域
直
接
印
刷
電
信
装
置
に
よ
る
通
信
を
行
う
船
舶

局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
一
、
六
〇
六
・
五
kHz
か
ら
二
六
、
一
七
五
kHz
ま

で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
送
信
装
置
及
び
受
信
装
置
は
、
次
の

各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
四 

（
略
） 

２ 

Ｆ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
及
び
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出

装
置
に
よ
る
通
信
を
行
う
船
舶
局
で
あ
つ
て
、
無
線
通
信
規
則
付
録
第
十
八
号

の
表
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号

の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

一
～
四 
（
略
） 



  

四
頁 

３ 
（
略
） 

３ 

（
略
） 

 

（
Ｆ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
航
空
機
局
等
の
無
線
設
備
の
条
件
） 

第
四
十
五
条
の
十
二
の
四 

第
四
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
一
条

第
三
項
並
び
に
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
Ｆ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
航
空
機
局

及
び
航
空
機
に
搭
載
し
て
使
用
す
る
携
帯
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
無
線
通

信
規
則
付
録
第
十
八
号
の
表
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
準

用
す
る
。 

 

（
Ｆ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
航
空
機
局
等
の
無
線
設
備
の
条
件
） 

第
四
十
五
条
の
十
二
の
四 

第
四
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
一
条

第
四
項
並
び
に
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
Ｆ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
航
空
機
局

及
び
航
空
機
に
搭
載
し
て
使
用
す
る
携
帯
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
無
線
通

信
規
則
付
録
第
十
八
号
の
表
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
準

用
す
る
。 

 

（
受
信
装
置
の
条
件
） 

第
五
十
八
条
の
二 

Ｆ
二
Ａ
電
波
、
Ｆ
二
Ｂ
電
波
、
Ｆ
二
Ｄ
電
波
、
Ｆ
二
Ｎ
電

波
、
Ｆ
二
Ｘ
電
波
又
は
Ｆ
三
Ｅ
電
波
五
四
MHz
を
超
え
七
〇
MHz
以
下
又
は
一
四

二
MHz
を
超
え
一
六
二
・
〇
三
七
五
MHz
以
下
を
使
用
す
る
海
上
移
動
業
務
の
無

線
局
の
受
信
装
置
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
空
中
線
電
力
一
ワ
ツ
ト
以
下
の
無
線
局
、
第
四
十
条
の
二
第
一
項
（
第
四

十
五
条
の
十
二
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
無
線
局
及
び
総
務
大
臣
が
本
文
の
規
定
に
よ
る
条
件
を
適
用
す
る
こ

と
が
困
難
又
は
不
合
理
と
認
め
て
別
に
告
示
す
る
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い

 

（
受
信
装
置
の
条
件
） 

第
五
十
八
条
の
二 

Ｆ
二
Ａ
電
波
、
Ｆ
二
Ｂ
電
波
、
Ｆ
二
Ｄ
電
波
、
Ｆ
二
Ｎ
電

波
、
Ｆ
二
Ｘ
電
波
又
は
Ｆ
三
Ｅ
電
波
五
四
MHz
を
超
え
七
〇
MHz
以
下
又
は
一
四

二
MHz
を
超
え
一
六
二
・
〇
三
七
五
MHz
以
下
を
使
用
す
る
海
上
移
動
業
務
の
無

線
局
の
受
信
装
置
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
空
中
線
電
力
一
ワ
ツ
ト
以
下
の
無
線
局
、
第
四
十
条
の
二
第
一
項
（
第
四

十
五
条
の
十
二
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
無
線
局
及
び
総
務
大
臣
が
本
文
の
規
定
に
よ
る
条
件
を
適
用
す
る
こ

と
が
困
難
又
は
不
合
理
と
認
め
て
別
に
告
示
す
る
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い



  

五
頁 

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
表
略
） 

２ 

第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
無
線
局
の
受
信
装
置
（
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に

基
づ
き
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
無
線
設
備
の
機
器
以
外
の
も
の
を
除
く
。
）

は
、
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
表
略
） 

２ 

第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
無
線
局
の
受
信
装
置
（
次
条
に
規
定
す
る
も
の
を

除
く
。
）
は
、
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 
 

 


